
参
議
院
議
員
藤
井
基
之
君
提
出
保
険
調
剤
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る

「ポ
イ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
」
の
提
供
に
関
す
る
質
問
に
対
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す
る
答
弁
書
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・

一
に

つ
い
て

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

お
尋
ね
の
よ
ぅ
な
事
例
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

二
か
ら
四
ま
で
に

つ
い
て

健
康
保
険
法

（大
正
十

一
年
法
律
第
七
十
号
）
等
わ
医
療
保
険
各
法
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
よ
う
な

「ポ
イ
ン
ト
」
の

提
供
又
は
使
用
自
体
を
規
制
す
る
規
定
は
な
い
が
、
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則

（昭
和
三
十
二
年
厚
生
省

令
第
十
六
号
）
第
四
条
第

一
項
等
に
お
い
て
、
保
険
薬
局
は
健
康
保
険
法
第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
一
部
負
担
金
等
の
支

払
を
受
け
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
減
額
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

「ポ
イ
ン
ト
」
の
提
供
又
は
使
用
が
一
部
負
担
金
の
減

額
に
当
た
る
場
合
が
あ
れ
ば
ヾ
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
と
な
る
と
考
え
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

保
険
薬
局
が
担
当
す
る
療
養
の
給
付
に
つ
い
て
は
、
健
康
保
険
法
等
に
基
づ
き
、
そ
の
適
正
な
実
施
を
確
保
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う
な

「ポ
イ
ン
ト
」
の
提
供
が
、
直
ち
に

「保
険
医
療
の
質
の
低
下
」
を
招
い
た
り
、

「公
的

一
二

医
療
保
険
制
度
の
根
幹
を
揺
る
が
す
こ
と
に
繋
が
る
」
と
は
考
え
に
く
い
が
、
今
後
と
も
、
健
康
保
険
法
等
に
基
づ
き
、
保

険
薬
局
に
対
す
る
適
正
な
指
導
に
努
め
て
ま
い

，
た
い
。


